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保健・医療・福祉　～子育てしやすく健康で安心して暮らせるまち～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（７）身体障害者等住宅改修支援事業

 
【担当部署】福祉課社会福祉係 

【電話番号】0167-44-2125

【窓口の場所】 

ふれあいセンターなかまーる　1 階

 【ホームページアドレス】 

 【補助金の内容】 

・重度心身障害者及び介護保険法に基づく要介護認定または要支援認定を受けた方の在宅福祉の推

進を図るため、住宅改修費用の一部を助成する。

 【補助対象者】 

次の①～③すべての要件に該当する方 

①町内に住所を有している方 

②日常生活用具給付事業または居宅介護住宅改修費の支給を受け、支給限度基準額を超える住宅改

修を行う方 

③町税や公共料金を滞納していない方

 
【補助金額】 

・当該住宅改修にかかる費用から日常生活用具事業または居宅住宅改修費の支給限度基準額を差し

引いた額の 90／100 に相当する額（上限額 18 万円）

 
【実施期間】　平成 13 年度～

 【申請に必要なもの】 

・領収書及び工事内訳書 

・介護支援専門員等が作製した住宅改修が必要な理由書 

・工事箇所ごとの改修前及び改修後の写真 

・（借家等に居住している世帯のみ）住宅所有者の承諾書

 【交付までの流れ】 

①交付申請⇒　②交付決定⇒　③指定口座へ振込

 【備考】


